
















お知らせ

八
重
山
商
工
高
等
学
校

◆
令
和
２
年
度
　
科
目
履
修
生
の
募
集
に
つ
い
て

　
石
垣
市
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置
設
置
促
進
事
業

で
、
自
家
用
車
に
後
付
け
式
急
発
進
抑
制
装
置
を
取
り

付
け
る
65
歳
以
上
の
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
を
対
象
に
費
用

の
9
割
（
上
限
8
万
円
）
を
補
助
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
新
車
購
入
時
に
オ
プ
シ
ョ
ン
等
で
サ
ポ
ー
ト
機

能
を
追
加
す
る
際
に
も
利
用
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
ま
た
は
窓
口
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

【
募
集
期
間
】
　
　

　
令
和
2
年
4
月
1
日
（
水
）
～
　
9
月
30
日
（
水
）

【
応
募
方
法
】
　
電
話
ま
た
は
窓
口
で
受
付
し
ま
す
。

【
申
請
条
件
】
　
申
請
時
点
で
65
歳
以
上
、
運
転
免
許
証

所
有
、
自
家
用
車
で
あ
る
こ
と
。

【
注
意
事
項
】
　

○
交
通
事
故
等
を
完
全
に
防
げ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
車
種
や
年
式
に
よ
っ
て
は
取
り
付
け
が
で
き
な
い
も
の
も

あ
り
ま
す
。

○
オ
ー
ト
バ
イ
に
は
取
り
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
マ
ニ
ュ
ア
ル
車
（
MT
）
の
応
募
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
防
災
危
機
管
理
課
　
市
役
所
2
階

（
総
務
課
と
な
り
）
電
話
０
９
８
０-

８
７-

５
５
３
３

◆
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置
補
助
金

◆
緑
の
募
金
へ
の
ご
協
力
を

施
設
管
理
課

５
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
赤
十
字
会
費
募
集
月
間

石
垣
市
で
は
、
平
和
推
進
事
業
の
一
環
と
し
て
、
次
世
代
を
担
う
子

ど
も
達
に
戦
争
の
悲
惨
さ
、
平
和
の
尊
さ
、
命
の
大
切
さ
を
考
え
て

も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
「
平
和
を
考
え
る
」
絵
画
・
作
文
を
市
内
の

児
童
・
生
徒
を
対
象
に
募
集
し
て
い
ま
す
。

戦
後
７
５
年
の
節
目
の
年
に
、
改
め
て
平
和
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
？

【
絵
　
画
】
　
対
象
：
市
内
在
住
の
小
学
校
５
・
６
年
生

【
作
　
文
】
対
象
：
市
内
在
住
の
中
学
生
・
高
校
生

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
下
さ
い
。

※

石
垣
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
組
織
か
ら
探
す
→
平
和
協
働
推
進
課
→

市
政
情
報
→
平
和
・
人
権

平
和
協
働
推
進
課

◆
令
和
２
年
度
　
『
平
和
を
考
え
る
』
　
絵
画
・
作
文
募
集
　
　
　

　
　
　
　
　
　※

募
集
期
間
延
長
　
　
防
災
危
機
管
理
課

　
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
は
、
皆
様
か
ら
お
寄
せ
い
た

だ
い
て
い
る
会
費
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
例
年
、
各
事
業
所
に
は
赤
十
字
奉
仕
団
が
、
各
家
庭

に
は
行
政
連
絡
員
が
訪
問
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
令
和
２
年
度

の
ご
寄
付
に
つ
き
ま
し
て
は
銀
行
口
座
の
振
込
に
て
、

赤
十
字
社
の
会
費
募
集
活
動
に
ご
支
援
・
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　※

振
込
依
頼
書
を
ご
希
望
の
方
は
郵
送
に
て
お
送
り

い
た
し
ま
す
の
で
、
下
記
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

【
会
費
募
集
に
関
す
る
問
合
せ
先
】

平
和
協
働
推
進
課
　
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

（
日
本
赤
十
字
社
沖
縄
県
支
部
石
垣
市
地
区
事
務
局
）

※

相
談
は
予
約
不
要
　
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
消
費
生
活
等
相
談
窓
口
の
お
知
ら
せ

　
石
垣
市
で
は
、
毎
年
６
月
23
日
の
慰
霊
の
日
に
、

先
の
大
戦
で
犠
牲
に
な
ら
れ
た
御
霊
の
ご
冥
福
と
世

界
恒
久
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、
「
八
重
山
戦
争
マ
ラ

リ
ア
犠
牲
者
追
悼
式
」
及
び
「
石
垣
市
全
戦
没
者
追

悼
式
並
び
に
平
和
祈
念
式
」
を
執
り
行
っ
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
、
昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
状
況
を
ふ
ま
え
、
今
年
は
や
む
を
得
ず
案
内
者

の
み
で
規
模
を
縮
小
し
て
執
り
行
う
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　
そ
の
た
め
、
一
般
の
方
の
参
列
は
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
遠
慮
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
の

ほ
ど
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（※

巡
回
バ
ス
の
運
行
も
行
い
ま
せ
ん
。
）

　
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
正
午
か
ら
の

サ
イ
レ
ン
に
あ
わ
せ
、
黙
と
う
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

※

縮
小
開
催
に
つ
い
て
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
令
和
２
年
　
沖
縄
慰
霊
の
日
追
悼
式

　
テ
ー
マ
『
男
女
共
同
参
画
』
平
和
協
働
推
進
課

◆
「川
柳
・標
語
・フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」作
品
募
集

　
石
垣
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
広
く
理

解
と
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

男
女
共
同
参
画
社
会
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
川
柳
・
標
語
・

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
性
別
、
先
入
観
に
と

ら
わ
れ
ず
、
一
人
ひ
と
り
が
「
自
分
ら
し
く
」
生
き

て
い
け
る
社
会
の
こ
と
で
す
。
普
段
の
生
活
の
中
で

感
じ
た
こ
と
を
「
川
柳
・
標
語
・
写
真
」
で
表
現
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
皆
様
か
ら
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

【
応
募
方
法
】
市
役
所
ま
た
は
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ロ

ビ
ー
の
所
定
応
募
用
紙
に
作
品
と
必
要
事
項
を
記
入

し
、
各
施
設
の
応
募
箱
に
投
函
・
郵
送
・
メ
ー
ル
可

【
応
募
資
格
】
石
垣
市
民

【
応
募
締
切
】
令
和
2
年
6
月
3
日
（
水
）
必
着

【
問
合
せ
先
】
平
和
協
働
推
進
課

電
話
　
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

Ｅ
メ
ー
ル
：p

h
o
t
o
@
c
i
t
y
.
i
s
h
i
g
a
k
i
.
o
k
i
n
a
w
a
.
j
p

　
石
垣
市
で
は
、
消
費
生
活
な
ど
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
等
（
悪
質
商
法
や
詐
欺
）
で
お
悩
み
の
方
を
対
象
に
、

消
費
生
活
専
門
相
談
員
が
問
題
解
決
に
必
要
な
情
報

の
提
供
や
助
言
を
行
う
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
お
り

ま
す
。
消
費
生
活
で
お
困
り
の
際
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
日
時
】
毎
週
月
・
火
・
木
曜
日
の
13
時
～
17
時
の
間

【
場
所
】
市
役
所
3
階
「
市
民
相
談
室
】

 
※

相
談
は
予
約
不
要
で
す
。

【
電
話
】
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
「
１
８
８(

い
や
や
！)

」
番

石
垣
市
立
図
書
館

◇
展
示 

一
般
書
「
メ
ン
ズ
展 

・ 

児
童
書
「
平
和
」

　
郷
土
書
「
戦
争
を
語
り
継
ぐ
」

◇
シ
ネ
マ
た
い
む
　
21
日
（
日
）
午
後
2
時
〜
　

　
・
『
あ
の
日
、
僕
ら
は
戦
場
で
（
72
分
）
』

　
　
2
階
視
聴
覚
室
（
無
料
）

◇
移
動
図
書
館
　
14
日
（
日
）
・
28
日
（
日
）

　
・
明
石
公
民
館
　
午
前
10
時
〜
正
午

　
・
川
平
公
民
館
　
午
後
2
時
〜
午
後
4
時

【
図
書
館
の
開
館
時
間
】

平
日
：
午
前
10
時
〜
午
後
7
時
（※

土
・
日
は
午
後

5
時
ま
で
）
（※

月
曜
日
休
館
）

※

イ
ベ
ン
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
感
染
症
の
状
況
に

よ
り
中
止
又
は
延
期
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
い
く
だ
さ
い
。

　
【
問
合
せ
先
】
電
話
０
９
８
０-

８
３-

３
８
６
２

◆
６
月
の
予
定
（展
示
・シ
ネ
マ
・移
動
図
書
館
）
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２
年
度
　
科
目
履
修
生
の
募
集
に
つ
い
て

　
石
垣
市
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置
設
置
促
進
事
業

で
、
自
家
用
車
に
後
付
け
式
急
発
進
抑
制
装
置
を
取
り

付
け
る
65
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の
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齢
ド
ラ
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バ
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に
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割
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万
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。

ま
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追
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で
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５
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す
。

（※

巡
回
バ
ス
の
運
行
も
行
い
ま
せ
ん
。
）

　
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
正
午
か
ら
の

サ
イ
レ
ン
に
あ
わ
せ
、
黙
と
う
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

※

縮
小
開
催
に
つ
い
て
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
令
和
２
年
　
沖
縄
慰
霊
の
日
追
悼
式

　
テ
ー
マ
『
男
女
共
同
参
画
』
平
和
協
働
推
進
課

◆
「川
柳
・標
語
・フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」作
品
募
集

　
石
垣
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
広
く
理

解
と
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

男
女
共
同
参
画
社
会
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
川
柳
・
標
語
・

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
性
別
、
先
入
観
に
と

ら
わ
れ
ず
、
一
人
ひ
と
り
が
「
自
分
ら
し
く
」
生
き

て
い
け
る
社
会
の
こ
と
で
す
。
普
段
の
生
活
の
中
で

感
じ
た
こ
と
を
「
川
柳
・
標
語
・
写
真
」
で
表
現
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
皆
様
か
ら
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

【
応
募
方
法
】
市
役
所
ま
た
は
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ロ

ビ
ー
の
所
定
応
募
用
紙
に
作
品
と
必
要
事
項
を
記
入

し
、
各
施
設
の
応
募
箱
に
投
函
・
郵
送
・
メ
ー
ル
可

【
応
募
資
格
】
石
垣
市
民

【
応
募
締
切
】
令
和
2
年
6
月
3
日
（
水
）
必
着

【
問
合
せ
先
】
平
和
協
働
推
進
課

電
話
　
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

Ｅ
メ
ー
ル
：p

h
o
t
o
@
c
i
t
y
.
i
s
h
i
g
a
k
i
.
o
k
i
n
a
w
a
.
j
p

　
石
垣
市
で
は
、
消
費
生
活
な
ど
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
等
（
悪
質
商
法
や
詐
欺
）
で
お
悩
み
の
方
を
対
象
に
、

消
費
生
活
専
門
相
談
員
が
問
題
解
決
に
必
要
な
情
報

の
提
供
や
助
言
を
行
う
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
お
り

ま
す
。
消
費
生
活
で
お
困
り
の
際
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
日
時
】
毎
週
月
・
火
・
木
曜
日
の
13
時
～
17
時
の
間

【
場
所
】
市
役
所
3
階
「
市
民
相
談
室
】

 
※

相
談
は
予
約
不
要
で
す
。

【
電
話
】
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
「
１
８
８(

い
や
や
！)

」
番

石
垣
市
立
図
書
館

◇
展
示 

一
般
書
「
メ
ン
ズ
展 

・ 

児
童
書
「
平
和
」

　
郷
土
書
「
戦
争
を
語
り
継
ぐ
」

◇
シ
ネ
マ
た
い
む
　
21
日
（
日
）
午
後
2
時
〜
　

　
・
『
あ
の
日
、
僕
ら
は
戦
場
で
（
72
分
）
』

　
　
2
階
視
聴
覚
室
（
無
料
）

◇
移
動
図
書
館
　
14
日
（
日
）
・
28
日
（
日
）

　
・
明
石
公
民
館
　
午
前
10
時
〜
正
午

　
・
川
平
公
民
館
　
午
後
2
時
〜
午
後
4
時

【
図
書
館
の
開
館
時
間
】

平
日
：
午
前
10
時
〜
午
後
7
時
（※

土
・
日
は
午
後

5
時
ま
で
）
（※

月
曜
日
休
館
）

※

イ
ベ
ン
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
感
染
症
の
状
況
に

よ
り
中
止
又
は
延
期
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
い
く
だ
さ
い
。

　
【
問
合
せ
先
】
電
話
０
９
８
０-

８
３-

３
８
６
２

◆
６
月
の
予
定
（展
示
・シ
ネ
マ
・移
動
図
書
館
）

お知らせ

八
重
山
商
工
高
等
学
校

◆
令
和
２
年
度
　
科
目
履
修
生
の
募
集
に
つ
い
て

　
石
垣
市
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置
設
置
促
進
事
業

で
、
自
家
用
車
に
後
付
け
式
急
発
進
抑
制
装
置
を
取
り

付
け
る
65
歳
以
上
の
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
を
対
象
に
費
用

の
9
割
（
上
限
8
万
円
）
を
補
助
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
新
車
購
入
時
に
オ
プ
シ
ョ
ン
等
で
サ
ポ
ー
ト
機

能
を
追
加
す
る
際
に
も
利
用
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
ま
た
は
窓
口
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

【
募
集
期
間
】
　
　

　
令
和
2
年
4
月
1
日
（
水
）
～
　
9
月
30
日
（
水
）

【
応
募
方
法
】
　
電
話
ま
た
は
窓
口
で
受
付
し
ま
す
。

【
申
請
条
件
】
　
申
請
時
点
で
65
歳
以
上
、
運
転
免
許
証

所
有
、
自
家
用
車
で
あ
る
こ
と
。

【
注
意
事
項
】
　

○
交
通
事
故
等
を
完
全
に
防
げ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
車
種
や
年
式
に
よ
っ
て
は
取
り
付
け
が
で
き
な
い
も
の
も

あ
り
ま
す
。

○
オ
ー
ト
バ
イ
に
は
取
り
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
マ
ニ
ュ
ア
ル
車
（
MT
）
の
応
募
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
防
災
危
機
管
理
課
　
市
役
所
2
階

（
総
務
課
と
な
り
）
電
話
０
９
８
０-

８
７-

５
５
３
３

◆
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置
補
助
金

◆
緑
の
募
金
へ
の
ご
協
力
を

施
設
管
理
課

５
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
赤
十
字
会
費
募
集
月
間

石
垣
市
で
は
、
平
和
推
進
事
業
の
一
環
と
し
て
、
次
世
代
を
担
う
子

ど
も
達
に
戦
争
の
悲
惨
さ
、
平
和
の
尊
さ
、
命
の
大
切
さ
を
考
え
て

も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
「
平
和
を
考
え
る
」
絵
画
・
作
文
を
市
内
の

児
童
・
生
徒
を
対
象
に
募
集
し
て
い
ま
す
。

戦
後
７
５
年
の
節
目
の
年
に
、
改
め
て
平
和
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
？

【
絵
　
画
】
　
対
象
：
市
内
在
住
の
小
学
校
５
・
６
年
生

【
作
　
文
】
対
象
：
市
内
在
住
の
中
学
生
・
高
校
生

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
下
さ
い
。

※

石
垣
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
組
織
か
ら
探
す
→
平
和
協
働
推
進
課
→

市
政
情
報
→
平
和
・
人
権

平
和
協
働
推
進
課

◆
令
和
２
年
度
　
『
平
和
を
考
え
る
』
　
絵
画
・
作
文
募
集
　
　
　

　
　
　
　
　
　※

募
集
期
間
延
長
　
　
防
災
危
機
管
理
課

　
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
は
、
皆
様
か
ら
お
寄
せ
い
た

だ
い
て
い
る
会
費
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
例
年
、
各
事
業
所
に
は
赤
十
字
奉
仕
団
が
、
各
家
庭

に
は
行
政
連
絡
員
が
訪
問
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
令
和
２
年
度

の
ご
寄
付
に
つ
き
ま
し
て
は
銀
行
口
座
の
振
込
に
て
、

赤
十
字
社
の
会
費
募
集
活
動
に
ご
支
援
・
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　※

振
込
依
頼
書
を
ご
希
望
の
方
は
郵
送
に
て
お
送
り

い
た
し
ま
す
の
で
、
下
記
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

【
会
費
募
集
に
関
す
る
問
合
せ
先
】

平
和
協
働
推
進
課
　
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

（
日
本
赤
十
字
社
沖
縄
県
支
部
石
垣
市
地
区
事
務
局
）

※

相
談
は
予
約
不
要
　
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
消
費
生
活
等
相
談
窓
口
の
お
知
ら
せ

　
石
垣
市
で
は
、
毎
年
６
月
23
日
の
慰
霊
の
日
に
、

先
の
大
戦
で
犠
牲
に
な
ら
れ
た
御
霊
の
ご
冥
福
と
世

界
恒
久
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、
「
八
重
山
戦
争
マ
ラ

リ
ア
犠
牲
者
追
悼
式
」
及
び
「
石
垣
市
全
戦
没
者
追

悼
式
並
び
に
平
和
祈
念
式
」
を
執
り
行
っ
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
、
昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
状
況
を
ふ
ま
え
、
今
年
は
や
む
を
得
ず
案
内
者

の
み
で
規
模
を
縮
小
し
て
執
り
行
う
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　
そ
の
た
め
、
一
般
の
方
の
参
列
は
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
遠
慮
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
の

ほ
ど
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（※

巡
回
バ
ス
の
運
行
も
行
い
ま
せ
ん
。
）

　
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
正
午
か
ら
の

サ
イ
レ
ン
に
あ
わ
せ
、
黙
と
う
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

※

縮
小
開
催
に
つ
い
て
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
令
和
２
年
　
沖
縄
慰
霊
の
日
追
悼
式

　
テ
ー
マ
『
男
女
共
同
参
画
』
平
和
協
働
推
進
課

◆
「川
柳
・標
語
・フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」作
品
募
集

　
石
垣
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
広
く
理

解
と
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

男
女
共
同
参
画
社
会
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
川
柳
・
標
語
・

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
性
別
、
先
入
観
に
と

ら
わ
れ
ず
、
一
人
ひ
と
り
が
「
自
分
ら
し
く
」
生
き

て
い
け
る
社
会
の
こ
と
で
す
。
普
段
の
生
活
の
中
で

感
じ
た
こ
と
を
「
川
柳
・
標
語
・
写
真
」
で
表
現
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
皆
様
か
ら
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

【
応
募
方
法
】
市
役
所
ま
た
は
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ロ

ビ
ー
の
所
定
応
募
用
紙
に
作
品
と
必
要
事
項
を
記
入

し
、
各
施
設
の
応
募
箱
に
投
函
・
郵
送
・
メ
ー
ル
可

【
応
募
資
格
】
石
垣
市
民

【
応
募
締
切
】
令
和
2
年
6
月
3
日
（
水
）
必
着

【
問
合
せ
先
】
平
和
協
働
推
進
課

電
話
　
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

Ｅ
メ
ー
ル
：p

h
o
t
o
@
c
i
t
y
.
i
s
h
i
g
a
k
i
.
o
k
i
n
a
w
a
.
j
p

　
石
垣
市
で
は
、
消
費
生
活
な
ど
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
等
（
悪
質
商
法
や
詐
欺
）
で
お
悩
み
の
方
を
対
象
に
、

消
費
生
活
専
門
相
談
員
が
問
題
解
決
に
必
要
な
情
報

の
提
供
や
助
言
を
行
う
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
お
り

ま
す
。
消
費
生
活
で
お
困
り
の
際
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
日
時
】
毎
週
月
・
火
・
木
曜
日
の
13
時
～
17
時
の
間

【
場
所
】
市
役
所
3
階
「
市
民
相
談
室
】

 
※

相
談
は
予
約
不
要
で
す
。

【
電
話
】
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
「
１
８
８(

い
や
や
！)

」
番

石
垣
市
立
図
書
館

◇
展
示 

一
般
書
「
メ
ン
ズ
展 

・ 

児
童
書
「
平
和
」

　
郷
土
書
「
戦
争
を
語
り
継
ぐ
」

◇
シ
ネ
マ
た
い
む
　
21
日
（
日
）
午
後
2
時
〜
　

　
・
『
あ
の
日
、
僕
ら
は
戦
場
で
（
72
分
）
』

　
　
2
階
視
聴
覚
室
（
無
料
）

◇
移
動
図
書
館
　
14
日
（
日
）
・
28
日
（
日
）

　
・
明
石
公
民
館
　
午
前
10
時
〜
正
午

　
・
川
平
公
民
館
　
午
後
2
時
〜
午
後
4
時

【
図
書
館
の
開
館
時
間
】

平
日
：
午
前
10
時
〜
午
後
7
時
（※

土
・
日
は
午
後

5
時
ま
で
）
（※

月
曜
日
休
館
）

※

イ
ベ
ン
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
感
染
症
の
状
況
に

よ
り
中
止
又
は
延
期
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
い
く
だ
さ
い
。

　
【
問
合
せ
先
】
電
話
０
９
８
０-

８
３-

３
８
６
２

◆
６
月
の
予
定
（展
示
・シ
ネ
マ
・移
動
図
書
館
）

お知らせ

八
重
山
商
工
高
等
学
校

◆
令
和
２
年
度
　
科
目
履
修
生
の
募
集
に
つ
い
て

　
石
垣
市
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置
設
置
促
進
事
業

で
、
自
家
用
車
に
後
付
け
式
急
発
進
抑
制
装
置
を
取
り

付
け
る
65
歳
以
上
の
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
を
対
象
に
費
用

の
9
割
（
上
限
8
万
円
）
を
補
助
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
新
車
購
入
時
に
オ
プ
シ
ョ
ン
等
で
サ
ポ
ー
ト
機

能
を
追
加
す
る
際
に
も
利
用
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
ま
た
は
窓
口
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

【
募
集
期
間
】
　
　

　
令
和
2
年
4
月
1
日
（
水
）
～
　
9
月
30
日
（
水
）

【
応
募
方
法
】
　
電
話
ま
た
は
窓
口
で
受
付
し
ま
す
。

【
申
請
条
件
】
　
申
請
時
点
で
65
歳
以
上
、
運
転
免
許
証

所
有
、
自
家
用
車
で
あ
る
こ
と
。

【
注
意
事
項
】
　

○
交
通
事
故
等
を
完
全
に
防
げ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
車
種
や
年
式
に
よ
っ
て
は
取
り
付
け
が
で
き
な
い
も
の
も

あ
り
ま
す
。

○
オ
ー
ト
バ
イ
に
は
取
り
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
マ
ニ
ュ
ア
ル
車
（
MT
）
の
応
募
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
防
災
危
機
管
理
課
　
市
役
所
2
階

（
総
務
課
と
な
り
）
電
話
０
９
８
０-

８
７-

５
５
３
３

◆
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置
補
助
金

◆
緑
の
募
金
へ
の
ご
協
力
を

施
設
管
理
課

５
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
赤
十
字
会
費
募
集
月
間

石
垣
市
で
は
、
平
和
推
進
事
業
の
一
環
と
し
て
、
次
世
代
を
担
う
子

ど
も
達
に
戦
争
の
悲
惨
さ
、
平
和
の
尊
さ
、
命
の
大
切
さ
を
考
え
て

も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
「
平
和
を
考
え
る
」
絵
画
・
作
文
を
市
内
の

児
童
・
生
徒
を
対
象
に
募
集
し
て
い
ま
す
。

戦
後
７
５
年
の
節
目
の
年
に
、
改
め
て
平
和
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
？

【
絵
　
画
】
　
対
象
：
市
内
在
住
の
小
学
校
５
・
６
年
生

【
作
　
文
】
対
象
：
市
内
在
住
の
中
学
生
・
高
校
生

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
下
さ
い
。

※

石
垣
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
組
織
か
ら
探
す
→
平
和
協
働
推
進
課
→

市
政
情
報
→
平
和
・
人
権

平
和
協
働
推
進
課

◆
令
和
２
年
度
　
『
平
和
を
考
え
る
』
　
絵
画
・
作
文
募
集
　
　
　

　
　
　
　
　
　※

募
集
期
間
延
長
　
　
防
災
危
機
管
理
課

　
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
は
、
皆
様
か
ら
お
寄
せ
い
た

だ
い
て
い
る
会
費
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
例
年
、
各
事
業
所
に
は
赤
十
字
奉
仕
団
が
、
各
家
庭

に
は
行
政
連
絡
員
が
訪
問
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
令
和
２
年
度

の
ご
寄
付
に
つ
き
ま
し
て
は
銀
行
口
座
の
振
込
に
て
、

赤
十
字
社
の
会
費
募
集
活
動
に
ご
支
援
・
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　※

振
込
依
頼
書
を
ご
希
望
の
方
は
郵
送
に
て
お
送
り

い
た
し
ま
す
の
で
、
下
記
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

【
会
費
募
集
に
関
す
る
問
合
せ
先
】

平
和
協
働
推
進
課
　
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

（
日
本
赤
十
字
社
沖
縄
県
支
部
石
垣
市
地
区
事
務
局
）

※

相
談
は
予
約
不
要
　
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
消
費
生
活
等
相
談
窓
口
の
お
知
ら
せ

　
石
垣
市
で
は
、
毎
年
６
月
23
日
の
慰
霊
の
日
に
、

先
の
大
戦
で
犠
牲
に
な
ら
れ
た
御
霊
の
ご
冥
福
と
世

界
恒
久
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、
「
八
重
山
戦
争
マ
ラ

リ
ア
犠
牲
者
追
悼
式
」
及
び
「
石
垣
市
全
戦
没
者
追

悼
式
並
び
に
平
和
祈
念
式
」
を
執
り
行
っ
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
、
昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
状
況
を
ふ
ま
え
、
今
年
は
や
む
を
得
ず
案
内
者

の
み
で
規
模
を
縮
小
し
て
執
り
行
う
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　
そ
の
た
め
、
一
般
の
方
の
参
列
は
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
遠
慮
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
の

ほ
ど
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（※

巡
回
バ
ス
の
運
行
も
行
い
ま
せ
ん
。
）

　
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
正
午
か
ら
の

サ
イ
レ
ン
に
あ
わ
せ
、
黙
と
う
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

※

縮
小
開
催
に
つ
い
て
　
平
和
協
働
推
進
課

◆
令
和
２
年
　
沖
縄
慰
霊
の
日
追
悼
式

　
テ
ー
マ
『
男
女
共
同
参
画
』
平
和
協
働
推
進
課

◆
「川
柳
・標
語
・フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」作
品
募
集

　
石
垣
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
広
く
理

解
と
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

男
女
共
同
参
画
社
会
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
川
柳
・
標
語
・

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
性
別
、
先
入
観
に
と

ら
わ
れ
ず
、
一
人
ひ
と
り
が
「
自
分
ら
し
く
」
生
き

て
い
け
る
社
会
の
こ
と
で
す
。
普
段
の
生
活
の
中
で

感
じ
た
こ
と
を
「
川
柳
・
標
語
・
写
真
」
で
表
現
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
皆
様
か
ら
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

【
応
募
方
法
】
市
役
所
ま
た
は
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ロ

ビ
ー
の
所
定
応
募
用
紙
に
作
品
と
必
要
事
項
を
記
入

し
、
各
施
設
の
応
募
箱
に
投
函
・
郵
送
・
メ
ー
ル
可

【
応
募
資
格
】
石
垣
市
民

【
応
募
締
切
】
令
和
2
年
6
月
3
日
（
水
）
必
着

【
問
合
せ
先
】
平
和
協
働
推
進
課

電
話
　
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

Ｅ
メ
ー
ル
：p

h
o
t
o
@
c
i
t
y
.
i
s
h
i
g
a
k
i
.
o
k
i
n
a
w
a
.
j
p

　
石
垣
市
で
は
、
消
費
生
活
な
ど
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
等
（
悪
質
商
法
や
詐
欺
）
で
お
悩
み
の
方
を
対
象
に
、

消
費
生
活
専
門
相
談
員
が
問
題
解
決
に
必
要
な
情
報

の
提
供
や
助
言
を
行
う
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
お
り

ま
す
。
消
費
生
活
で
お
困
り
の
際
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
日
時
】
毎
週
月
・
火
・
木
曜
日
の
13
時
～
17
時
の
間

【
場
所
】
市
役
所
3
階
「
市
民
相
談
室
】

 
※

相
談
は
予
約
不
要
で
す
。

【
電
話
】
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
「
１
８
８(

い
や
や
！)

」
番

石
垣
市
立
図
書
館

◇
展
示 

一
般
書
「
メ
ン
ズ
展 

・ 

児
童
書
「
平
和
」

　
郷
土
書
「
戦
争
を
語
り
継
ぐ
」

◇
シ
ネ
マ
た
い
む
　
21
日
（
日
）
午
後
2
時
〜
　

　
・
『
あ
の
日
、
僕
ら
は
戦
場
で
（
72
分
）
』

　
　
2
階
視
聴
覚
室
（
無
料
）

◇
移
動
図
書
館
　
14
日
（
日
）
・
28
日
（
日
）

　
・
明
石
公
民
館
　
午
前
10
時
〜
正
午

　
・
川
平
公
民
館
　
午
後
2
時
〜
午
後
4
時

【
図
書
館
の
開
館
時
間
】

平
日
：
午
前
10
時
〜
午
後
7
時
（※

土
・
日
は
午
後

5
時
ま
で
）
（※

月
曜
日
休
館
）

※

イ
ベ
ン
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
感
染
症
の
状
況
に

よ
り
中
止
又
は
延
期
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
い
く
だ
さ
い
。

　
【
問
合
せ
先
】
電
話
０
９
８
０-

８
３-

３
８
６
２

◆
６
月
の
予
定
（展
示
・シ
ネ
マ
・移
動
図
書
館
）



見出し見出し見出し見出し見出し

見出し見出し見出し見出し見出し 私たちの代表を選ぶ大切な選挙です。みんなそろって投票しましょう。
投票日　令和２年６月７日（日）投票時間 午前７時～午後８時（※一部投票所は午後７時まで）
投票所 　投票入場券に記載された指定の投票所

子ども家庭課から　各種手当のご案内

6　　金

7　　土

8　　日

9　　月

10   火

11   水

令和元年分の確定申告・納期限

沖 縄 県 議 会 議 員 一 般 選挙

年金給付金 検索

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

　投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票所に行けない方は、

告示の翌日から投票日の前日までに、期日前投票をすることができます。投票所、投

票期間、投票時間は次のとおりです。

※新型コロナウイルス感染症対策

●期日前投票

・ 場所　石垣市健康福祉センター　検診ホール

　　　　（石垣市字登野城 1357番地 1）

・ 期間　令和２年５月 30日（土）～令和２年６月６日（土）

・ 時間　午前８時 30分～午後８時

　石垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第 6条の

規定に基づき、全市民及び関係団体等の協力を得て、

「春の大掃除」を実施します。

　実施期間は令和２年６月１５日（月）～ 令和２年

６月２１日（日）までとなります。

　皆様ひとり１人のお力が、さらに住みよい石垣市へ

と繋がりますので、ご理解とご協力のほど、よろしく

お願いいたします。

【石垣市環境課　電話：０９８０－８２－１２８５】

『春の大掃除』についてのお知らせ
【日程と対象地区】

●６月１５日（月）
　磯辺・真栄里ニュータウン・前原タウン・八島町
●６月１６日（火）
　大川・石垣・美崎町・崎枝・川平・大嵩・仲筋・吉
　原・米原・富野・大田・伊土名・多良間・下地・
　兼城・栄
●６月１７日（水）
　双葉・新栄町・浜崎町
●６月１８日（木）
　登野城・天川・大浜・高田・三和・川原・於茂登・
　開南・嵩田・名蔵・元名蔵
●６月１９日（金）大里・星野・伊野田・大野
　・伊原間・明石・久宇良・吉野・平久保・平野
●６月２１日（日）新川・平得・真栄里・宮良
　・白保（公民館役員対応）。

【問い合わせ先】
石垣市選挙管理委員会事務局 電話 82-9911（内線 591・593）

 

投票区 投票所 投票時間 投票区 投票所 投票時間 

第１ 登野城公民館 午前7時～午後8時 第 11 大浜公民館 午前 7 時～午後 8 時 

第２ 登野城小学校体育館 午前７時～午後8時 第 12 川原小学校多目的室 午前 7 時～午後 7 時 

第３ 大川公民館 午前7時～午後8時 第 13 白保小学校体育館 午前 7 時～午後 8 時 

第４ 石垣小学校体育館 午前7時～午後8時 第 14 伊野田小学校体育館 午前 7 時～午後 7 時 

第５ 
石垣中学校
英語少人数教室

 午前７時～午後8時 第 15 伊原間公民館 午前 7 時～午後 7 時 

第６ 新川小学校体育館 午前7時～午後8時 第 16 野底小学校体育館 午前 7 時～午後 7 時 

第７ 名蔵公民館 午前7時～午後7時 第 17 明石公民館 午前 7 時～午後 7 時 

第８ 川平小中学校体育館 午前7時～午後7時 第 18 平久保小学校 午前 7 時～午後 7 時 

第９ 富野小中学校体育館 午前7時～午後7時 第 19 真喜良小学校体育館 午前 7 時～午後 8 時 

第 10 平真小学校体育館 午前7時～午後8時 第 20 真栄里公民館 午前 7 時～午後 8 時 

 第 21 宮良公民館 午前 7 時～午後８時 

 

     選挙管理委員会においては 有権者の皆さまへのお願い 

・投票所にはアルコール消毒液を設置します。 

・投票管理者・立会人・事務従事者は、マスク・

手袋着用、咳エチケットの徹底、手洗い・うがい

の実施をします。 

・記載台などを随時消毒します。 

・使い捨て鉛筆（クリップペン）を準備します。 

・投票所は換気を行います。 

・投票所におけるマスク着用、咳エチケットの

徹底、帰宅後の手洗い・うがい等をお願いし

ます。 

・鉛筆（ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ）を持参し記入することが

できますが、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ（特に水性）はｲﾝｸがに

じむ可能性があるため、推奨しません。 

・周りの方との適切な距離を保つようにお願い

します。 

【
６
月
７
日
】
当
日
の
投
票
所



－令和元年 甲種防火管理者講習会ご案内－

1　目的

消防法第 8条、指定防火対象物の関係者に受講させ、資格を付与せしめ、防火管理制度の重要性と責務

の重大さを認識させると共に専門的な資質の向上を図り、防火安全対策確立の徹底を図る事を目的とす

る。               

2　講習日時：令和元年 6月 20 日（木）  10 時 00 分～ 17 時 00 分 

 　　 令和元年 6月 21 日（金）　9時 00 分～ 17 時 00 分      

3　講習会場：石垣市健康福祉センター視聴覚室

         

4　対象者及び募集人員：消防法第 8条指定防火対象物の関係者　　定員 60 名    

 （60 名に達し次第締め切りいたします）       

5　受    付：令和元年 5月 21 日（月）～ 5月 31 日（金）

平日 9時～ 17 時（12 時～ 13 時昼食時間除く）

      　　　　

6　受付場所：石垣市消防本部 予防課 　　ＴＥＬ　82－4047      

     

7　受講申込方法        

甲種防火管理者講習受講申込書に必要事項を記入の上、3ヶ月以内に撮影した写真（正面上三分身像の

縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ）を貼り付けて、提出する。  

　※申込書は予防課にて配布。

１　入居者の資格　　　　

①  現に市内に住所を有する者であり、かつ、三ヶ月以上引続き居住していること。　

②　現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の予定者等を含む。）があること。

　　※単身者専用住宅がないため、単身者（老人等を含む。）の募集は行いません。

③　公営住宅法に基づく計算後の月収額で、次の基準内であること。

　　一般世帯　１５８，０００円以下　　　

    高齢者・障がい者・未就学児がいる世帯等　２１４，０００円以下

④　持ち家がなく、現に住宅に困窮していることが明らかなこと。

⑤  申込者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。）第２条第６

    号に規定する暴力団員に該当しない者であること。

⑥　農漁村住宅については、耕作証明又は漁業者証明・組合員資格証明の提出が必須。

⑦　市民税など諸税の完納者であること。

⑧　現在、公営住宅に入居していないこと。

⑨　①～⑧の入居者資格を全て満たしている者であること。

２　申込書配布・申込受付期間等

【期間】    令和元年６月３日（月）から同年６月 14 日（金）　※土日を除く。

【受付時間】　午前９時～正午、午後１時～午後５時

【場所】    石垣市役所（２Ｆ）　建設部施設管理課 　電話０９８０‐８３‐３９８６

・制度改革によって、運営主体が沖縄県となり将来的に国保税の県内統一が予測される。県が示し

ている標準的課税方式は３方式であること。

・固定資産税額に率を掛けて課税するため二重課税との声がある。

・他の医療制度には、資産に応じて課税することは無く、不均衡感がある。

・年金生活で所得は無いのに持ち家に住んでいるというだけで課税されるので負担が大きい。

固定資産税額に応じて算出

加入者の所得に応じて算出

1世帯に掛かる金額です。

国保に加入している世帯員の
数に金額を掛けます。

■これまでの課税方式　

　平成３１年度 (令和元年度 )まで国民健康保険税額は、所得割・資産割・均等割・平等割を算

出し、その合計額が年税額となっていました。４方式といいます。

■これからの課税方式

　令和２年度より資産割を廃止し、所得割・均等割・平等割の合計額を年税額とします。３方式

といいます。

■資産割を廃止する理由

区 分 医療給付費分 介護納付金分後期高齢者支援金分

所得割

令和 2 年度

8.35％

均等割

資産割

19 万円63 万円

平等割

16 万円課税限度額

31(令和元年）

61 万円 17 万円19 万円

年 度

2.2％

0

5,500 円

8.35％ 2.2％

19.00％

令和 2 年度令和 2 年度 31(令和元年）31(令和元年）

2.2％2.2％

4.20％5.00％ 00

5,500 円

7,000 円6,500 円

5,500 円

4,300 円21,000 円18,300 円

20,000 円16,600 円 4,000 円6,000 円

令和２年度より国民健康保険税の課税方式が変わります（再掲）

４

方

式

３

方

式

所得割

均等割

平等割

所得割

資産割

均等割

平等割 1世帯に掛かる金額です。

国保に加入している世帯員
の数に金額を掛けます。

加入者の所得に応じて算出

こうした点を踏まえ、石垣市国民健康保険運営協議会における検討と石垣市議会の議決を経
て、令和２年度より石垣市の国保税の課税方法は、下記の表のとおりとなります。

国民健康保険は国民皆保険制度を支える医療保険制度であり、皆さんの健康を維持するうえで、重要

な役割を担っています。その運営は加入者の皆さんから納めていただく国民健康保険税が貴重な財源と

なっています。この国民健康保険税の課税方式が次のように変わります。

　※広報いしがきNo.581（2020年５月号）発行の際に、以下の誤記がありました。お詫び申し上げますとともに、

訂正させていただきます。

●中段の「３方式」の図中の１行目

　　（誤）資産割　→　（正）所得割

●下段の表中、５行・３列目

（誤）２１,１００ → （正）２１,０００



教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより
令和 2年度　就学援助のお知らせ
　石垣市では、市立小中学校に通う児童生徒の保護者の中で、経済的理由により学校給食費や学用品費など教育費

の支払いにお困りの方に対し、その費用の一部を援助しています。

◆援助を受けることができる方

　①市県民税の課税がなく、生活保護を受けている家庭に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方

　②生活保護を平成 31 年 4 月 1 日以降に停止又は廃止になった方

　③生計維持者が病気療養など特殊事情を有する方（校長意見書が必要です）

　④東日本大震災及び熊本地震の被災者で生活が困窮していると認められる方

　　（罹災証明書又は被災証明書の提出が必要です）

◆申請期間　令和 2年 6月 1日（月）～　各学校により異なります。期限厳守！

　　　　　　※在学年・新入学年同時申請となります。

◆申請に必要な書類

◆申請場所　児童生徒が在籍する小中学校

　　　　　　※兄弟姉妹が小学校・中学校ともにいる場合は、「令和 2年度　就学援助申請書」をそれぞれの小学

　　　　　　　校・中学校へ、それ以外の添付書類はどちらか一方の学校へ提出してください。

◆認否確定時期　令和２年 8月下旬

◆注　意　　①申請後、生活保護基準を基に審査を行います。

　　　　　　　申請すると必ず援助が受けられるとは限りませんのでご了承ください。

　　　　　　②令和元年度に認定された方も、引き続き援助を希望する方は、申請が必要です。

　　　　　　ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

【お問い合わせ】石垣市教育委員会　学務課　☎0980-83-0355　

                 ホームページ http://www.city.ishigaki.jp/soshiki/gakumu/gakumu02/746.html

全ての方が提出

①「令和 2年度　就学援助申請書」（小中学校に設置）

②保護者名義の預金通帳又はキャッシュカードのコピー

　（口座名義、支店名、口座番号が確認できるもの）

③印鑑（認め印可。シャチハタやスタンプの簡易印

　鑑は不可）

対象者のみ提出

④「令和 2年度所得課税証明書」（原本）

　※１月１日に島外に住所を有していた方のみ

　・学生を除く世帯全員分

　・令和 2年 6月 1日から令和 2年度の証明書が取

    得できます。

　・マイナンバーの記載のないものを提出して下さい。

⑤障害者手帳（写）、病気にかかる診断書（原本）等

⑥特殊事情で申請する方は、それを証明する書類

東日本大震災及び熊本地震の被災者のみ提出

⑦罹災証明書又は被災証明書

  石垣市子ども若者支援地域協議会では、毎月専門の臨床心理士をお招きし、不登校、引きこもりなど社会生活を営

む上で困難を有する方、そのご家族、関係者の方々の相談・支援を行っています。

  ６月は下記日程で相談会を開催いたします。一人で悩まず、まず相談してみませんか。

　　

【お問い合わせ】石垣市青少年センター　☎0980‐82‐1030

               ホームページ　http://www.ishigaki.ed.jp/manabika/htdocs/?page_id=19

期日：６月１３日（土）１３：００～１７：００

場所：石垣市青少年センター

      スーパーバイザー　子ども若者みらい相談プラザ sorae　

      主任支援員　臨床心理士　松本　大進先生

守秘義務は厳守します。
お気軽にお越しください！

　石垣市では、市立小中学校に通う児童生徒の保護者の中で、経済的理由により学校給食費や学用品費など教育費

の支払いにお困りの方に対し、その費用の一部を援助しています。

◆援助を受けることができる方

　①市県民税の課税がなく、生活保護を受けている家庭に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方

　②生活保護を平成 31 年 4 月 1 日以降に停止又は廃止になった方

　③生計維持者が病気療養など特殊事情を有する方（校長意見書が必要です）

　④東日本大震災及び熊本地震の被災者で生活が困窮していると認められる方

　　（罹災証明書又は被災証明書の提出が必要です）

◆申請期間　令和 2年 6月 1日（月）～　各学校により異なります。期限厳守！

　　　　　　※在学年・新入学年同時申請となります。

◆申請に必要な書類

◆申請場所　児童生徒が在籍する小中学校

　　　　　　※兄弟姉妹が小学校・中学校ともにいる場合は、「令和 2年度　就学援助申請書」をそれぞれの小学

　　　　　　　校・中学校へ、それ以外の添付書類はどちらか一方の学校へ提出してください。

◆認否確定時期　令和２年 8月下旬

◆注　意　　①申請後、生活保護基準を基に審査を行います。

　　　　　　　申請すると必ず援助が受けられるとは限りませんのでご了承ください。

　　　　　　②令和元年度に認定された方も、引き続き援助を希望する方は、申請が必要です。

　　　　　　ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

【お問い合わせ】石垣市教育委員会　学務課　☎0980-83-0355　

                 ホームページ http://www.city.ishigaki.jp/soshiki/gakumu/gakumu02/746.html

全ての方が提出

①「令和 2年度　就学援助申請書」（小中学校に設置）

②保護者名義の預金通帳又はキャッシュカードのコピー

　（口座名義、支店名、口座番号が確認できるもの）

③印鑑（認め印可。シャチハタやスタンプの簡易印

　鑑は不可）

対象者のみ提出

④「令和 2年度所得課税証明書」（原本）

　※１月１日に島外に住所を有していた方のみ

　・学生を除く世帯全員分

　・令和 2年 6月 1日から令和 2年度の証明書が取

    得できます。

　・マイナンバーの記載のないものを提出して下さい。

⑤障害者手帳（写）、病気にかかる診断書（原本）等

⑥特殊事情で申請する方は、それを証明する書類

東日本大震災及び熊本地震の被災者のみ提出

⑦罹災証明書又は被災証明書

第１回子ども若者個別相談会のお知らせ
  石垣市子ども若者支援地域協議会では、毎月専門の臨床心理士をお招きし、不登校、引きこもりなど社会生活を営

む上で困難を有する方、そのご家族、関係者の方々の相談・支援を行っています。

  ６月は下記日程で相談会を開催いたします。一人で悩まず、まず相談してみませんか。

　　

【お問い合わせ】石垣市青少年センター　☎0980‐82‐1030

               ホームページ　http://www.ishigaki.ed.jp/manabika/htdocs/?page_id=19

期日：６月１３日（土）１３：００～１７：００

場所：石垣市青少年センター

      スーパーバイザー　子ども若者みらい相談プラザ sorae　

      主任支援員　臨床心理士　松本　大進先生

守秘義務は厳守します。
お気軽にお越しください！

　石垣市では、市立小中学校に通う児童生徒の保護者の中で、経済的理由により学校給食費や学用品費など教育費

の支払いにお困りの方に対し、その費用の一部を援助しています。

◆援助を受けることができる方

　①市県民税の課税がなく、生活保護を受けている家庭に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方

　②生活保護を平成 31 年 4 月 1 日以降に停止又は廃止になった方

　③生計維持者が病気療養など特殊事情を有する方（校長意見書が必要です）

　④東日本大震災及び熊本地震の被災者で生活が困窮していると認められる方

　　（罹災証明書又は被災証明書の提出が必要です）

◆申請期間　令和 2年 6月 1日（月）～　各学校により異なります。期限厳守！

　　　　　　※在学年・新入学年同時申請となります。

◆申請に必要な書類

◆申請場所　児童生徒が在籍する小中学校

　　　　　　※兄弟姉妹が小学校・中学校ともにいる場合は、「令和 2年度　就学援助申請書」をそれぞれの小学

　　　　　　　校・中学校へ、それ以外の添付書類はどちらか一方の学校へ提出してください。

◆認否確定時期　令和２年 8月下旬

◆注　意　　①申請後、生活保護基準を基に審査を行います。

　　　　　　　申請すると必ず援助が受けられるとは限りませんのでご了承ください。

　　　　　　②令和元年度に認定された方も、引き続き援助を希望する方は、申請が必要です。

　　　　　　ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

【お問い合わせ】石垣市教育委員会　学務課　☎0980-83-0355　

                 ホームページ http://www.city.ishigaki.jp/soshiki/gakumu/gakumu02/746.html

全ての方が提出

①「令和 2年度　就学援助申請書」（小中学校に設置）

②保護者名義の預金通帳又はキャッシュカードのコピー

　（口座名義、支店名、口座番号が確認できるもの）

③印鑑（認め印可。シャチハタやスタンプの簡易印

　鑑は不可）

対象者のみ提出

④「令和 2年度所得課税証明書」（原本）

　※１月１日に島外に住所を有していた方のみ

　・学生を除く世帯全員分

　・令和 2年 6月 1日から令和 2年度の証明書が取

    得できます。

　・マイナンバーの記載のないものを提出して下さい。

⑤障害者手帳（写）、病気にかかる診断書（原本）等

⑥特殊事情で申請する方は、それを証明する書類

東日本大震災及び熊本地震の被災者のみ提出

⑦罹災証明書又は被災証明書

  石垣市子ども若者支援地域協議会では、毎月専門の臨床心理士をお招きし、不登校、引きこもりなど社会生活を営

む上で困難を有する方、そのご家族、関係者の方々の相談・支援を行っています。

  ６月は下記日程で相談会を開催いたします。一人で悩まず、まず相談してみませんか。

　　

【お問い合わせ】石垣市青少年センター　☎0980‐82‐1030

               ホームページ　http://www.ishigaki.ed.jp/manabika/htdocs/?page_id=19

期日：６月１３日（土）１３：００～１７：００

場所：石垣市青少年センター

      スーパーバイザー　子ども若者みらい相談プラザ sorae　

      主任支援員　臨床心理士　松本　大進先生

守秘義務は厳守します。
お気軽にお越しください！

　石垣市では、市立小中学校に通う児童生徒の保護者の中で、経済的理由により学校給食費や学用品費など教育費

の支払いにお困りの方に対し、その費用の一部を援助しています。

◆援助を受けることができる方

　①市県民税の課税がなく、生活保護を受けている家庭に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方

　②生活保護を平成 31 年 4 月 1 日以降に停止又は廃止になった方

　③生計維持者が病気療養など特殊事情を有する方（校長意見書が必要です）

　④東日本大震災及び熊本地震の被災者で生活が困窮していると認められる方

　　（罹災証明書又は被災証明書の提出が必要です）

◆申請期間　令和 2年 6月 1日（月）～　各学校により異なります。期限厳守！

　　　　　　※在学年・新入学年同時申請となります。

◆申請に必要な書類

◆申請場所　児童生徒が在籍する小中学校

　　　　　　※兄弟姉妹が小学校・中学校ともにいる場合は、「令和 2年度　就学援助申請書」をそれぞれの小学

　　　　　　　校・中学校へ、それ以外の添付書類はどちらか一方の学校へ提出してください。

◆認否確定時期　令和２年 8月下旬

◆注　意　　①申請後、生活保護基準を基に審査を行います。

　　　　　　　申請すると必ず援助が受けられるとは限りませんのでご了承ください。

　　　　　　②令和元年度に認定された方も、引き続き援助を希望する方は、申請が必要です。

　　　　　　ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

【お問い合わせ】石垣市教育委員会　学務課　☎0980-83-0355　

                 ホームページ http://www.city.ishigaki.jp/soshiki/gakumu/gakumu02/746.html

全ての方が提出

①「令和 2年度　就学援助申請書」（小中学校に設置）

②保護者名義の預金通帳又はキャッシュカードのコピー

　（口座名義、支店名、口座番号が確認できるもの）

③印鑑（認め印可。シャチハタやスタンプの簡易印

　鑑は不可）

対象者のみ提出

④「令和 2年度所得課税証明書」（原本）

　※１月１日に島外に住所を有していた方のみ

　・学生を除く世帯全員分

　・令和 2年 6月 1日から令和 2年度の証明書が取

    得できます。

　・マイナンバーの記載のないものを提出して下さい。

⑤障害者手帳（写）、病気にかかる診断書（原本）等

⑥特殊事情で申請する方は、それを証明する書類

東日本大震災及び熊本地震の被災者のみ提出

⑦罹災証明書又は被災証明書

  石垣市子ども若者支援地域協議会では、毎月専門の臨床心理士をお招きし、不登校、引きこもりなど社会生活を営

む上で困難を有する方、そのご家族、関係者の方々の相談・支援を行っています。

  ６月は下記日程で相談会を開催いたします。一人で悩まず、まず相談してみませんか。

　　

【お問い合わせ】石垣市青少年センター　☎0980‐82‐1030

               ホームページ　http://www.ishigaki.ed.jp/manabika/htdocs/?page_id=19

期日：６月１３日（土）１３：００～１７：００

場所：石垣市青少年センター

      スーパーバイザー　子ども若者みらい相談プラザ sorae　

      主任支援員　臨床心理士　松本　大進先生

守秘義務は厳守します。
お気軽にお越しください！

令和２年 8月下旬
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子ども家庭課から　各種手当のご案内

6　　金

7　　土

8　　日

9　　月

10   火

11   水

令和元年分の確定申告・納期限

納税は便利な講座振替をご利用ください（振替日）

●石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業　　令和２年度実施要項

年金給付金 検索

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

家庭の経済的な状況が子どもの学びや体験、将来の進路にも影響を与えるとされる「こどもの貧困問題」が
社会的な課題となっています。家庭の事情により、家庭内で大人と過ごす時間が短い子どもたちは、大人の支
援が行き届きにくく、食事や就寝などの生活習慣や学習習慣が不安定になりがちです。この様な子どもたちに
対し、家庭の代わりに地域の大人達が子どもに関わりあい、遊びや食事の提供、落ち着いた学習環境を備える
など、子どもが安全に安心して継続的に過ごすことのできる子どもの居場所づくりが必要です。

「石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業」では、子どもたちが歩いていける地域に「子どもの居
場所」が広がることを目的に、民間団体による子どもの居場所の立ち上げに係る経費を補助します。
　子どもたちが安心して過すことができ、地域の大人や社会とつながることができる居場所、他様な学びや体
験・多世代交流・地域の繋がりや見守りの役割を果たす場所、困難を抱える子どもたちに気づき、支援につな
げることができる「子どもの居場所」を地域の支え合いのネットワークとして広げていきましょう。

【応募先・問い合わせ先】　
市役所　こども家庭課　〒907-8501　石垣市美崎町 14番地　
℡0980-87-0771　Fax0980-82-8055
E-mail jidou@city.ishigaki.okinawa.jp

４月には石垣市も緊急事態宣言が発令され、外出自粛が呼びかけられました。自宅での生活が余
儀なくされた中、皆さんの生活リズムはいかがでしょうか。

そこで今回は体のリズムについてお話ししたいと思います。

私たちの体には『体内時計』が備わっています。この『体内時計』、1日のサイクルが 25 時間といわれています。

１日の時計の周期は24時間であるため、適切にリセットしないとどんどん“ズレ”ていってしまうのです。この“ズ

レ”、何が怖いのでしょう。それは、睡眠不足につながり、その睡眠不足から様々な不調が現れることです。

　『体内時計』は、朝の光をあびたり、朝食を摂って腸を動かすといった刺激によってリセットされるといわれ

ています。このリセット刺激を受けてから14～16時間後に睡眠を促すホルモン（メラトニン）の分泌がはじまり、

眠気を感じる仕組みになっているのですが、休日など、起床時間を含めた朝のリズムが乱れることでメラトニ

ン分泌に乱れが生じ、それが睡眠不足の原因となります。睡眠不足は、集中力の低下、疲れ、イライラの原因

となるのですが、最近では食欲を制御するホルモンを減少させ肥満をまねく・免疫力の低下・生活習慣病リス

クの上昇・老化の加速などの健康被害をもたらすこともわかってきています。

　寝る時間が遅くなってしまっても、起きる時間や食事の時間を一定に保つ。

これが、『体内時計』を整えるポイントです。生活のリズムを整えて、良質な

睡眠習慣を保ち、心地よい毎日を送りたいですね。

プラスチック製買物袋の有料化をきっかけに、エコバックを活用しましょう！ 【有料化に関する問合わせ先】

【制度概要・詳細はこちら】

　令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化を行うこと
となりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に
必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。

　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、エコバッグを持ち歩く等、でき
るところからプラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。

体内時計
リセット！！

　体のリズムを整え、心地よい毎日を送るために
石垣市健康福祉センター　保健師　酒井　景子

保健だより






